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　「群馬県地球温暖化防止条例」に基づき、2011

（平成23）年度以降の県内及び県庁内における温

暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、

2010（平成22）年度に「群馬県地球温暖化対策

実行計画」を策定しました。

　計画期間は、2020（令和２）年度までの10年

間ですが、東日本大震災後のエネルギー・社会情

勢の変化を踏まえ、2015（平成27）年３月に改

定しました。

（１）県内全体の計画（区域施策編）

ア　目標と指標

　ａ　温室効果ガスの削減目標

　2020（令和２）年度における温室効果ガ

スの排出量を、2007（平成19）年度比で

14％削減する（うち森林吸収対策により６

％削減）。

　ｂ　部門別の主な指標

　計画の進捗状況を把握する部門別の主な指

標は表2－1－1－1のとおりです。

イ　主要施策

　将来の「豊かな低炭素社会」の実現に向けた

具体的な取組を示しています。

　・省エネルギー対策

　・省資源対策

　・新たなエネルギーの創出

　・森林による二酸化炭素吸収

　・技術革新の促進

　・県民意識の醸成

ウ　推進体制

２　　「群馬県地球温暖化対策実行計画」の推進　【気候変動対策課】

　地球温暖化問題に対する県の姿勢を明らかにす

るとともに、県、事業者、県民の責務を明確にす

ることにより、事業者・県民の自主的かつ積極的

な温暖化対策を促進して温室効果ガス排出抑制の

実効を上げるため、2009（平成21）年10月に「群

馬県地球温暖化防止条例」を制定し、2010（平

成22）年４月１日から施行しました。

　この条例では、一定規模以上の事業者に温室効

果ガスの排出を抑制するための計画を毎年度提出

することを義務付け、その結果を公表することと

しています。2018（平成30）年度は「温室効果

ガス排出削減計画」などに基づき約400の事業者

（延べ数）から提出がありました。

　また、計画の提出義務がある事業者には、随時、

事業所に対し指導・助言を行い、温室効果ガス排

出抑制に向けた取組状況の確認を行いました。

　温室効果ガスの排出抑制は、今後も厳しい状況

が続くと予想されますが、計画書の提出・公表制

度などを通じ、条例の目的を達成できるよう取組

を進めていきます。

  第１節　温室効果ガスの排出削減による低炭素社会の実現

第１項　温室効果ガス排出の計画的削減
１　　「群馬県地球温暖化防止条例」の着実な運用　【気候変動対策課】

第１章　地球温暖化の防止

〈主な指標と最新実績〉

県内温室効果ガス排出量（2017［平成29］年度）： 17,923千トン

環境GS認定等事業者数（2020［令和２］年３月末現在）

　・環境GS認定事業者数： 2,477事業者

　・県内のエコアクション21認証・登録者数： 242事業者

　・県内のISO14001認証取得者数： 317事業者

LED信号機の整備率： 約60.7％
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　「群馬県地球温暖化対策推進会議」（県民・事業

者・各種団体・市町村などで構成）を本計画の

推進組織とし、各構成員の連携による計画の普

及・推進を図り、目標の達成を目指します。

　計画の推進体制として、PDCAサイクルを導

入し、部門ごとの主な指標について毎年度点検す

るとともに翌年度以降の取組に反映させます。

エ　県内温室効果ガス排出状況

　県内温室効果ガス排出量は表2－1－1－2の

とおりです。2017（平成29）年度（最新デー

タ）の県内温室効果ガス排出量は17,923千ｔ

となり、前年度に比べ0.05％減少しました。

その要因としては、産業部門及び運輸部門で二

酸化炭素排出量が増加した一方、三ふっ化窒素

等の排出量が減少したことが挙げられます。

　なお、基準年の2007（平成19）年度比では、

10.8％の減少となります。

表2－1－1－1　部門別の主な指標

部門 指標 単位
基準
年度

現在
（基準年度比）

削減目標
（基準年度比）

H19 H29 R2

産業
製造業の付加価値額当たりのエネルギー
消費量

GJ/百万円 24.6 20.7（▲16%） 18.5(▲25%)

環境GS認定等事業者数 事業者 908 3,133 － 5,000 －

業務
床面積当たりのエネルギー消費量 GJ/㎡ 1.89 1.38（▲27%） 1.45(▲23%)
【再掲】環境GS認定等事業者数 事業者 908 3,133 － 5,000 －

家庭
家庭１世帯当たりのエネルギー消費量 GJ/年 46 40（▲14%） 40(▲12%)
住宅用太陽光発電設備普及率 ％ 1.4 9.7 － 15 －

運輸
自動車保有台数に占める次世代自動車の
普及率

％ 0.7 16.1 － 20 －

自動車１台当たりのガソリン消費量 リットル 832 565（▲32%） 541(▲35%)

廃棄物
県民１人当たりのごみの排出量 g/日 1,153 986（▲14%） 890(▲23%)
リサイクル率 ％ 16.1 15.1 － 25 －

再生可能
エネルギー

新エネルギー自給率 ％ 0.4 12.2 － 15 －
【再掲】住宅用太陽光発電設備普及率 ％ 1.4 9.7 － 15 －

表2－1－1－2　県内温室効果ガス排出量 （単位：千t-CO2）

 年度
区分

H19 H25 H26 H27 H28
H29

排出量
対前年度比
（％）

対H19年度比
（％）

二酸化炭素（CO2）計 17,655 17,482 17,713 16,894 16,588 16,739 0.9 ▲ 5.2
エネルギー起源計 17,219 17,105 17,296 16,435 16,203 16,355 0.9 ▲ 5.0

産業部門 6,348 5,776 6,683 6,400 6,391 6,476 1.3 2.0
業務部門 2,860 3,170 2,765 2,441 2,392 2,297 ▲ 4.0 ▲ 19.7
家庭部門 2,762 3,120 2,837 2,907 2,786 2,697 ▲ 3.2 ▲ 2.3
運輸部門 5,079 4,868 4,840 4,516 4,463 4,713 5.6 ▲ 7.2
その他 ※１ 171 171 171 171 171 171 － －

廃棄物部門 436 378 417 460 384 384  0.0 ▲ 11.9
メタン（CH4） ※１ 363 363 363 363 363 363 － －
一酸化二窒素（N2O） ※１ 677 677 677 677 677 677 － －
ハイドロフルオロカーボン（HFC） 94 78 73 72 74 79 6.2 ▲ 16.4
パーフルオロカーボン（PFC） 268 36 44 49 45 26 ▲ 41.8 ▲ 90.1
六ふっ化硫黄（SF6） 1,045 64 47 33 33 22 ▲ 33.5 ▲ 97.9
三ふっ化窒素（NF3） 96 152 17 ▲ 88.5
温室効果ガス総計※２ 20,102 18,699 18,916 18,184 17,932 17,923 ▲ 0.05 ▲ 10.8

※１エネルギー起源CO2の「その他」、「CH4」、「N2O」については、H19年度の数値に固定
※２ 温室効果ガス総計の前年度比は、小数点以下第１位まで表示した場合、｢0.0｣ となるため、小数点以下第２
位まで表示

※３ 項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。　

地
球
温
暖
化
の

防
止　
　
　
　

※項目ごとに四捨五入しているため、比の数値が一致しない場合があります。
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図2－1－1－1　推進体制

表2－1－1－3　県有施設における温室効果ガス排出量 （単位：t-CO2）

表2－1－1－4　県有施設における温室効果ガス排出量の５年の推移 （単位：t-CO2）

知事部局
企業局

企画会議省エネ推進部会〈事務局〉総務課・財産有効活用課・気候変動対策課

病院局
教育委員会

警察

エネルギー管理統括者
（総務部長）

各主管課

施設管理者

各所属
（推進マネージャ－、推進リーダー）

エネルギー管理企画推進者
（気候変動対策課）

企画会議省エネ推進部会

H19年度
（排出量）

目標値
H19年度比
11％削減

H30年度

（排出量） 対H19年度比

温室効果ガス総排出量 132,294 117,742 121,411 ▲8.2％

年度 H26 H27 H28 H29 H30

温室効果ガス総排出量 131,616 129,297 127,390 123,925 121,411

（1）概要

　県自らが、事業者として温室効果ガスの排出を

抑制するため、2020（令和２）年度における県

有施設の温室効果ガスの総排出量を、2007（平

成19）年度比で11％削減することを目標として

います。

　本計画を運用し、「エネルギーの使用の合理化等

に関する法律」に基づくエネルギー管理推進体制

を通じて全庁的な取組を推進します（図2－1－1

－1）。

　取組の実施状況については、PDCAサイクルを

導入し、毎年度点検するとともに改善を行います。

取組結果については公表します。

（2）取組状況

　毎年各所属ごとにａ：公用車使用に係るエネル

ギー使用量・走行距離実績、ｂ：庁舎、施設・設

備に係るエネルギー使用量・温室効果ガス排出活

動量を報告、ｃ：温室効果ガス排出削減のための

行動計画を策定し、各所属で設定した削減目標に

向けて温室効果ガス排出活動量の削減を目指して

います。

　2018（平成30）年度の温室効果ガス排出量実

績は表2－1－1－3のとおりです。

３　　「群馬県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の実施　【気候変動対策課】

（　　　　　　　）
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図2－1－1－2　気候変動対策：緩和と適応

（1）概要

　気候変動対策として、二酸化炭素をはじめとす

る温室効果ガスの排出量を抑制する取組を「緩和

策」といい、一方で、気候変動に起因する生活、

社会、経済又は自然環境において生じる影響に対

して、被害を回避、軽減するための取組を「適応

策」といいます。

　この適応策は、自ら意識して従来の対応の仕方

を変えていくというものであり、例えば、クール

ビズ･日傘の活用などの熱中症対策、農業での高

温耐性の品種の開発などが該当し、農林水産業、

水環境･水資源、自然生態系、自然災害、健康、

産業･経済活動、生活など７つの分野で進められ

ます。

　「緩和策」と「適応策」は、気候変動対策の車

の両輪であり、IPCC（気候変動に関する政府間

パネル）の第４次報告書では、「二つの方策につい

て、その一方だけでは、全ての気候変動の影響を

防ぐことができないが、両者は互いに補完し合う

ことで、気候変動のリスクを大きく低減すること

は可能」と言われています。

　国では、2018（平成30）年度に「気候変動適

応法」の施行（12月）、気候変動適応計画の策定

（11月）、気候変動適応センターの設置（12月）

を行い、適応に関する施策を推進し、地域との連

携を確保しています。

（2）取組状況

　本県では、2021（令和３）年度に向け、気候

変動適応計画（方針）の策定、地域気候変動適応

センターの設置について推進します。

　なお、2020（令和２）年度は地域気候変動適

応センター設置前に、その機能の発揮･充実を図

るため、適応に関する情報収集･分析･発信を行

います。

４　　気候変動への適応　【気候変動対策課】
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１　　環境GS（Gunma Standard）認定制度の運営及び認定事業者への支援　【気候変動対策課】

　地球温暖化防止に向けた事業者の自主的な取組

を促進するため、自社の環境マネジメントシステ

ム～計画（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、

見直し（Action）～を整備し、これを組織的に

運用する事業者を群馬県が「環境GS認定事業者」

として認定し、支援する制度です。

　2006（平成18）年度から認定を開始し、2,477

の事業者を認定しています。

（1）特徴

・ 申請書を県に提出した時点から、認定の対象と

なります。

・ 無理なく取り組めるよう、簡易な内容となって

います。

・費用は無料です。

・ 参加は事業所単位で、業種等による制限はあり

ません。ISOやエコアクション21の取得事業

者も参加可能です。

（2）申請期間　年間随時

（3）認定事業者になると

　●　認定書、ステッカーが交付されます。

　●　事業者名と取組内容が公表されます。

　●　県や民間事業者から支援等が受けられます。

　　・広報紙等による情報提供（無料）

　　・研修会・セミナーの開催（無料）

　　・環境GS推進員の派遣（無料）

　　・省エネ診断員の派遣（無料）

　　・企業のエコドライブ支援（無料）

　　・環境GS企業エコ改修資金の貸付

　　・民間金融機関からの融資等

第２項　省エネルギー対策の推進

表２－１－１－５　環境GS認定事業者認定状況（2020［令和２］年３月31日現在）

表2－1－1－6　環境GS認定事業者数の推移（各年度末）

図2－1－1－3　環境GS認定制度　取組全体の流れ

事業者の内訳 件数

業
種
別

農林水産業・鉱業 18
製造業 347
建設・設備・廃棄物処理業等 603
商業・金融・サービス業等 1,321
運輸業 188

規
模
別

0～    9人 906
10～  99人 1,360
100～499人 172

500人～  39
計 2,477

年度 認定事業者数
Ｈ27 2,273
Ｈ28 2,486
Ｈ29 2,539
Ｈ30 2,548
Ｒ元 2,477
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　温暖化防止行動が、ライフスタイルとして定着

した低炭素社会の実現を目指し、各家庭で取り組

める温暖化防止行動 ｢ぐんまエコスタイル｣ の普

及推進に取り組んでいます。

（1）出前講座（講師の派遣）

ア　趣旨・目的

　公民館や自治会などの身近な場所で、他のイ

ベントとの併催や平日夕方・休日など集まりや

すい時間に出前講座を行い、家庭でできる温暖

化防止行動などについて広く普及啓発を図りま

した。

イ　実施回数

　40回

ウ　啓発リーフレット

　リーフレット「ぐんまちゃんと環境にやさし

い生活始めませんか」、「ぐんまちゃんの環境に

やさしい食生活のすすめ」を使って、家庭で取

り組みやすい温暖化防止行動を説明しました。

（2）ぐんまクールシェア2019

ア　趣旨・目的

　夏の暑い日、家庭のエアコンを止め、みんな

で涼しく過ごせる施設や場所に出かけることで、

社会全体としての節電・省エネを図るものです。

イ　実施期間

　2019（令和元）年７月１日から2019（令

和元）年８月31日まで

ウ　対象施設

　公共施設（公民館・図書館・博物館・美術

館・公園等）や民間施設（ショッピングセンター、

デパート、飲食店等）

　参加数　286施設

エ　実施方法

　ポスター、パンフレット等を配布するほか、

施設情報は県ホームページ上に公開しました。

２　　ぐんまエコスタイル推進　【気候変動対策課】

表2－1－1－7　出前講座の実施状況

年度 H27 H28 H29 H30 R元
件数 25 37 44 22 40
受講人数 615 794 841 564 1,141

　県自らが率先して二酸化炭素などの温室効果ガ

スの排出削減を進めるため、大規模施設に対する

ESCO事業*１の導入や庁舎照明設備の高効率化な

どの省エネ改修を推進するとともに、管理標準*２

に基づくエネルギーの適正管理や行動計画による

職員の省エネ行動の徹底を図っています。

　また、東日本大震災以降は、電力不足に対する

夏の節電対策として、使用最大電力の削減に取り

組んでいます。

（1）ESCO事業導入の推進

　2008（平成20）年度及び2009（平成21）年

度に、一定規模の県有施設９施設に対してESCO

事業導入可能性調査を実施し、その中から総合交

通センターと生涯学習センターにESCO事業を

導入しました。

　2014（平成26）年度には自然史博物館、2019

（令和元）年度には群馬県立女子大学にESCO事

業を導入しました。2020（令和２）年度には館

林美術館にESCO事業が導入されます。

（2）管理標準に基づくエネルギーの適正管理

　2010（平成22）年度から各県有施設ごとの管

理標準を整備するとともに、エネルギー原単位＊３

削減の５か年の中期目標と単年度目標を設定して

います。

３　　公共施設の省エネルギー化の推進　【気候変動対策課】　

＊１ ESCO事業：民間事業者が実施する省エネルギーサービスのことで、設計、施工、運転・維持管理、資金調達などを含めた包括的なサービス
です。省エネルギー効果を保証するパフォーマンス契約であることが最大の特徴です。

＊２ 管理標準：エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めた「管理マニュアル」を
いいます。

＊３ エネルギー原単位：生産量や売上高など単位あたりのエネルギー使用量のことで、エネルギーに関する効率を表す指標になります。庁舎にお
いては一般的に、延床面積１㎡あたりのエネルギー使用量が用いられます。

ぐんまクールシェア2019ロゴマーク
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光熱水費

返
済
分

光熱水費

ＥＳＣＯ事業
契約中

ＥＳＣＯ事業
実施前

契約期間
終了後

金利

初期投資

ＥＳＣＯ事業者の利益

光熱水費

ビルオーナーの利益

ビルオーナー
の利益

４月

電力量
（千kWh）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

図2－1－1－4　ESCO事業の概念 図2－1－1－5　電力使用量（2019［令和元］年度実績）

　また作成した管理標準の遵守状況を毎年チェッ

ク、評価することでエネルギーの適正管理を図っ

ています。

（3）職員の省エネ行動の徹底

　毎年、各所属ごとに省エネルギーの取組に関す

る行動計画を作成しています。

　各所属の取組状況を年１回（年度末）にチェッ

クし、省エネ行動の徹底を図っています。

（4）省エネ・節電対策の取組

　特に電力需要が高くなる夏期及び冬期において、

省エネ・節電を徹底し、県有施設全体の電力使用

量を対前年度比で１％以上削減することを目標に、

各県有施設ごとに省エネ・節電行動計画を作成し

ています。2019（令和元）年度からは、来庁者

の利便性、職員の健康管理や執務効率の向上を考

慮し柔軟に省エネ・節電対策を実施しています。

（図2－1－1－5）

　標準的な庁舎における主な取組内容は次のとお

りです。

・執務エリアの照明を常時１/２程度間引く。

・ 温度管理をきめ細かく行い、冷房は室温28℃、

暖房は室温19℃とする。

・ 繁忙期を除き、コピー機、プリンターの使用を

１／２とする。

　県は、人口増加時代のまちづくりの考え方や方

法を見直して、持続可能な都市構造への転換を目

指し、鉄道やバスなど、公共交通の利用が可能と

なる「まちのまとまり」を意識したまちづくり施

策を行うため、「ぐんま“まちづくり”ビジョン」

を2012（平成24）年９月に策定しました。

　「ぐんま“まちづくり”ビジョン」のまちづく

りの考え方は、低炭素まちづくりの促進にもつな

がるものであり、その実現に向けて、以下のよう

な取組を行っています。

（1） アクションプログラムによるまちづくりを支援

　県は「ぐんま“まちづくり”ビジョン」を実現

化する市町村の計画づくり（アクションプログラ

ム策定）を支援するとともに、広域的に有効な取

組の支援を行います。また、市町村が策定するア

クションプログラム（中心市街地の再生、公共交

通のあり方、高齢者住宅対策、公共施設の再配置、

土地利用規制のあり方、地域コミュニティのあり

方等）に基づき、県と市町村で協力・連携して取

組を進めます。

　2019（令和元）年度末現在、８市町において

アクションプログラムが策定・公表され、５市町

において策定中となっています。

（2）群馬県交通まちづくり戦略の推進

　「ぐんま“まちづくり”ビジョン」が掲げる「人

口減少局面でもぐんまらしい持続可能なまちづく

り」を実現するためには、既存のまちのまとまり

を維持し、それらを公共交通でつなげることが重

要になります。このため、2015（平成27）･ 

2016（平成28）年度に実施したパーソントリッ

プ調査の分析結果をもとに、2018（平成30）年

３月に「群馬県交通まちづくり戦略」を策定し、

「地域的な暮らしの足の確保」「基幹公共交通軸の

強化・快適化」「まちのまとまりの形成」を基本

方針として、温室効果ガスの排出削減に向けて、

自動車利用から公共交通や自転車への移動手段の

転換などを促進していきます。

４　　都市機能集約・「まちのまとまり」維持　【都市計画課】
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　2015（平成27）年７月に「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律」が公布され、

2017（平成29）年４月から住宅・建築物のエネ

ルギー対策の強化が図られました。本県では、住

宅・建築物の省エネルギー対策を推進しており、

その一環として、環境対応型県営住宅の整備を推

進しています。

　具体的には次のとおりです。

①断熱等性能基準の強化

　新築の県営住宅の断熱性能について、断熱等

性能基準の最上位である「等級４」を満たすこ

とを義務付けます。また、県営住宅を改修する

場合は、新築同様の基準に近づけるよう努力し

ます。

　2019（令和元）年度は、広瀬第二県営住宅

Ａ棟など、合計７団地16棟で外皮の断熱性能

を向上させる改修を実施しました。

②再生可能エネルギーの導入

　電力供給対策として、太陽光等の再生可能エ

ネルギーによる発電設備の導入に努めます。

　道路には、通行空間や交通の状況を的確に把握

し、安全と円滑な利用を図るために道路照明を設

置しています。そのうち、県で管理している照明

は、約１万灯ありますが、消費電力の削減や長寿

命化を図り、適正かつ効率的な維持管理を実施し

ていく必要があります。

　そこで、2017（平成29）年度に実施した定期

点検結果に基づき「群馬県道路施設長寿命化計画」

を作成し、計画的な点検・補修を実施するととも

に、損傷がひどくなる前に、予防的な補修を計画

的に実施し施設の長寿命化を図ることで、中長期

的な維持管理・更新に係るトータルコストを縮減

することが可能となります。

　2019（令和元）年度は、道路照明について、

電気代も含めたライフサイクルコストの最小化を

図るため、約６千灯のLED化を実施しました。

６　　環境対応型県営住宅の整備　【住宅政策課】

７　　道路照明のLED化・長寿命化計画の推進　【道路管理課】

　住宅の省エネルギー対策については、単にエネ

ルギーの使用を抑制するだけではなく、居住性の

向上を図り、併せてライフサイクルコストの軽減

を図るものでなくてはなりません。住宅の省エネ

ルギー化に関する国の支援や、建築物を総合的な

環境性能で評価する手法の導入など、様々な省エ

ネに関する対策がありますが、住宅の省エネルギ

ー対策は、そのほとんどが県民が主体的に行う行

為への支援となることから、まずは県民に省エネ

について知ってもらうことが重要です。

　県では、群馬県住宅供給公社内の「ぐんま住ま

いの相談センター」において、省エネルギー対策

に関する情報を周知するとともに、県民が自分で

環境性能を計測できる「多機能環境テスター」の

貸出しなどを行っています。

５　　住宅の省エネルギー化の推進　【住宅政策課】
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　LED式の信号灯器は、電球式に比べて６分の

１程度の電力消費量であり、省エネルギー対策に

寄与します。また、視認性の向上及び疑似点灯の

防止に加えて、長寿命化を期待でき、最終的には

地球温暖化の防止につながります。

　県では、全信号機をLED化することを目標に、

2006（平成18）年度から積極的に導入を推進し

ています。

LED信号機整備数

　2020（令和２）年３月末現在、全信号機4,217

か所のうち、2,558か所を整備しており、2015（平

成27）年度以降の推移は、図2－1－1－6のとお

りです。

（2019［令和元］年度整備数　77か所）

８　　LED式の信号灯器の導入　【（警）交通規制課】
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全信号機 LED信号機 整備率

H30 R元

図2－1－1－6　LED信号機整備状況

年度
区分 H27 H28 H29 H30 R元

全信号機 4,140 4,190 4,219 4,221 4,217

LED信号機 2,131 2,252 2,377 2,481 2,558
整備率 51.5% 53.7% 56.3% 58.8% 60.7%

【群馬･気象災害非常事態宣言の発出】
　近年、気象変動の影響等により、大規模な災害

をもたらす豪雨や台風は、毎年のように発生してお

り、2015（平成27）年９月の鬼怒川の堤防が決壊

した関東・東北豪雨をはじめとして、2016（平成

28）年の北海道、東北地方、2017（平成29）年

の九州北部地方、2018（平成30）年には西日本地

域など、全国各地で甚大な被害をもたらしています。

　2019（令和元）年10月の令和元年東日本台風

（台風第19号）では、東日本を中心に、多くの尊

い人命や財産が奪われました。

　群馬県においても土砂災害により４名の方がお

亡くなりになったほか、河川の氾濫により、床上・

床下浸水被害が発生しました。

　日本の気象災害が頻発化、激甚化し、過去に経

験したことのない大型の台風や豪雨が毎年のよう

に発生している状況を鑑みると、日本の気象災害

のレベルが新たな段階に入ったことは明らかであ

り、　こうした事態を受けて、群馬県では、都道府

県として初となる「群馬・気象災害非常事態宣言」

を発出しました。

【災害レジリエンスNo.1の実現に向けて】
　「群馬・気象災害非常事態宣言」では、2019（令

和元）年の令和元年東日本台風（台風第19号）を

はじめ、気象災害の新たな脅威にしっかりと対応

するため、ハード・ソフトが一体となった防災・減災

対策を強力かつ集中的に推進することとしています。

　「群馬・気象災害非常事態宣言」、「ぐんま５つの

ゼロ宣言（2050宣言）」を契機に、豊かな水源や

森林資源に恵まれ、かつ、これまで自然災害によ

る被害が少ないという強みを最大限に活用しつつ、

今後もさらに災害に強く、持続可能な群馬県を構

築することにより、安全な暮らしと安定した経済

活動ができる「災害レジリエンスNo.1」を目指し

ていきます。

群馬･気象災害非常事態宣言についてコラム

2019（令和元）年　令和元年東日本台風（台風第19号）による被害状況

内水氾濫（太田市） 河川氾濫（嬬恋村）

地すべり（富岡市） 土石流（藤岡市）
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　「群馬県地球温暖化防止条例」では、温室効果

ガスの排出を抑制するため、自動車を使用する人

に対し、エコドライブ及びアイドリングストップ

に努めることを求めています。

　このため、運輸団体、経済団体、自動車関連団

体、行政等が連携して「群馬県エコドライブ普及

推進協議会」 （2010［平成22］年９月17日設

立）を運営し、環境に配慮した運転であるエコ

ドライブの普及に取り組んでいます。

　「群馬県エコドライブ普及推進協議会」では、

エコドライブの普及・啓発活動や、Ｗｅｂサイト

の運営のほか、社内エコドライブ推進体制の整

備・維持のための支援を実施しています。2019

（令和元）年度はグリーンエコフェスティバルを

開催し、エコドライブの推進・実践を呼びかけま

した。グリーンエコフェスティバルには約830名

が参加しました。

１　　エコドライブ普及推進協議会の運営　【気候変動対策課】

第３項　自動車交通対策の推進

　2019（令和元）年度末で県内の電気自動車（EV）

の登録数は2,339台、プラグインハイブリッド車

（PHV）は2,338台となるなど、次世代自動車は

着実にその数を増やしています。

　2019（令和元）年度は、「群馬県電気自動車等

普及推進連絡協議会」において、EV等の試乗会

等（３回）を実施しました。また、県内の電気自

動車充電器についても、設置が進んでいます。

　水素を燃料とする燃料電池自動車（FCV）は、

走行により排出するのは水のみであり、従来のガ

ソリン車等と比べると二酸化炭素の排出削減が期

待できます。また再生可能エネルギーにより生成

した水素を用いた場合、将来的な削減ポテンシャ

ルは大きいと考えられます。2015（平成27）年

度に行政・水素エネルギー関係事業者・自動車メ

ーカー・関係団体等からなる協議会を設置し、普

及に向けた課題について協議・検討・共通理解を

深めるとともに、セミナー等を開催して機運の醸

成を図りました。

　なお、2020（令和２）年４月、民間企業によ

る水素ステーションが高崎市内に設置され、燃料

電池自動車（FCV）の普及が一層進むものと期

待されます。

２　　次世代自動車の普及推進　【気候変動対策課】

表2－1－1－8　次世代自動車の県内普及状況 （単位：台）

 年度
区分 H26 H27 H28 H29 H30 R元

EV 1,110 1,308 1,480 1,870 2,137 2,339

ＰＨＶ 799 1,007 1,166 1,745 2,113 2,338

天然ガス車 205 183 161 116 90 67

ハイブリッド車 102,318 121,765 143,557 164,023 184,558 203,775

計 104,432 124,263 146,364 167,754 188,898 208,519

　自動車保有率の高い本県において、自動車から

排出される温室効果ガスの削減を進めるため、積

極的に次世代自動車等（電気自動車、ハイブリッ

ド自動車、クリーンディーゼル自動車等）の導入

を進めていく必要があります。

　県では公用車における次世代自動車等の率先導

入を推進しています。具体的には、各課の公用車

更新要望について「エコカー協議」を実施し、原

則全ての更新車両を「エコカー（次世代自動車、

低燃費低排出ガス車）」としています。

　過去５年間の次世代自動車導入実績については

表2－1－1－9のとおりです。

３　　公用車への次世代自動車等の導入　【気候変動対策課】
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表2－1－1－9　公用車における次世代自動車等の導入状況 （単位：台）

 年度
区分

H27 H28 H29 H30 R元 全保有台数

次世代自動車

電気自動車 1 0 0 0 0 4

天然ガス自動車 1 2 0 0 0 31

ハイブリッド自動車 8 11 23 7 11 184

クリーンディーゼル自動車 1 0 0 0 0 17

次世代自動車　小計 11 13 23 7 11 236

次世代自動車以外
（低燃費・低排出ガス車含む）

119 96 78 106 95 2,784

合計 130 109 101 113 106 3,020

　国のFIT制度（再生可能エネルギーの固定価格

買取制度）は、太陽光や風力などの再生可能エネ

ルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で

一定期間買い取ることを国が約束する制度です。

　この制度がスタートした2012（平成24）年7

月から2019（平成31）年3月までの間に、新た

に運転を開始した設備は約4,781万kWとなり、

制度開始前と比較すると、再生可能エネルギー（大

規模水力を除く）の導入量は約3倍になりました。

　一方で、FIT制度により、電力会社が再生可能

エネルギーを買い取るときに要した費用は、電力

使用者（一般家庭含む）から広く集められる「再

生可能エネルギー発電促進賦課金（再エネ賦課

金）」によって賄われています。

　再エネ賦課金は、毎月の電気料金に併せて支払

われており、一般的な家庭で、1年間に約9,000

円程度の負担となっています。

　国では、この国民負担の抑制に加え、再生可能

エネルギーの主力電源化に向けた新制度について

検討してきました。その結果、2020（令和2）年

6月5日に「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確

立を図るための電気事業法等の一部を改正する法

律」が成立しました。

　この改正法により、FIT制度の根拠となる法律

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法」は2022（令和4）年4月

1日から「再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法」と名称を変更し、市場連動

型の導入支援策として、固定価格で買い取る制度

（FIT制度）に加えて、新たに、市場価格に一定の

補助額（プレミアム）を上乗せして交付する制度

（FIP制度）が導入されます。

　これにより、競争力のある電源への成長が見込

まれるものは、売電価格が電力市場と連動した

FIP制度に移行することになります。

　なお、対象電源や移行のタイミングについては、

今後、国の調達価格等算定委員会で審議し、経済

産業大臣が決定する予定です。

再生可能エネルギー買取におけるFIP制度の創設についてコラム

※知事部局、教育委員会、企業局、病院局、県警を集計したもの。

図：経済産業省資料（https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001-6.pdf）
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　広域的・幹線的なバス路線を維持するため、赤

字の生活交通路線を運行しているバス事業者を対

象に、運行費と車両減価償却費等について補助を

行っています。

　県民の日常生活に必要な交通手段を確保するた

め、バス運行を行う市町村等に対して、市町村等

が負担した運行費や車両購入費の補助を行いま

す。

　県内の中小私鉄（上毛電気鉄道㈱、上信電鉄㈱、

わたらせ渓谷鐵道㈱）に対して、沿線市町村とと

もに、安全対策等のための設備整備費用や鉄道基

盤設備の維持費用を補助しています。

　また、鉄道利用促進に向け、駅の利便性向上を

図るため、「群馬県交通まちづくり戦略」に基づい

て、基幹公共交通軸である鉄道へのアクセス性向

上を図るとともに、鉄道事業者及び市町村に対し、

駅のバリアフリー化等の整備を支援しています。

　県では、高速交通網の効果を県内全ての地域や

産業の発展に生かせるよう高速交通網を補完する

「７つの交通軸」の整備・強化を推進しています。

　バイパス整備や道路拡幅により渋滞が解消され、

道路交通がスムーズになり安全性が向上するほか、

自動車からの排気ガスが削減されることで地球温

暖化防止に貢献できます。

　2019（令和元）年度は、上信自動車道、西毛

広域幹線道路など、主軸となる道路の整備を推進

しました。

５　　地方バス路線対策　【交通政策課】

６　　市町村乗合バス振興対策　【交通政策課】

７　　中小私鉄振興対策　【交通政策課】

８　　「７つの交通軸」の整備･強化　【道路整備課】

　本県の運輸部門全体からの二酸化炭素排出量は、

2007（平成19）年から2017（平成29）年まで

の10年間で約７％減少していますが、二酸化炭

素排出量のうち、運輸部門の占める割合は約27

％（2017［平成29］年）と全国平均の約19％

（2017［平成29］年）と比較して高い水準とな

っています。

　「群馬県地球温暖化対策実行計画」に基づく二

酸化炭素排出量の削減目標を達成するには、一人

一人の行動を「過度に自家用車に頼る暮らし」か

ら「適度に多様な交通手段を利用する暮らし」へ

と転換することが必要不可欠です。

　そのためには、鉄道やバスなど公共交通を使い

やすくするとともに、駅周辺など“まちなか”の

魅力を向上させることで、「自動車以外の移動手段」

も選択できる社会の実現を図る取組が重要です。

　2017（平成29）年度に策定した「群馬県交通

まちづくり戦略」では、群馬県が目指す「多様な

移動手段の確保」を実現するため、「地域的な暮ら

しの足の確保」、「基幹公共交通軸の強化・快適

化」、「まちのまとまりの形成」の３つの基本方針

に基づき、様々な公共交通やまちづくりに関する

取組を進めています。

４　　「群馬県交通まちづくり戦略」推進　【交通政策課】
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■通学時の公共交通利用を促すリーフレット、「エ
コ通学のススメ」

　群馬県の公共交通分担率は鉄道2.5％、バス0.3

％と低く、過度に自動車に依存した社会となって

います。また、高校生の通学についても学校や最

寄り駅までのマイカー送迎率が高く、朝夕の交通

渋滞や、親の送迎負担が大きいことなどが問題視

されています。

　そこで、群馬県では、高校生向けの公共交通利

用促進の一環として、通学時の公共交通利用促進

のためのリーフレット「合格祈願　エコ通学のス

スメ」を作成し、夏休みの高校オープンスクール

時にモデル的に配布しました。

■受験生の関心を引く、手に取ってもらえる、飾
ってもらえる「合格祈願　お守り」デザイン

i）合格祈願お守り型：
　受験生や保護者の大きな関心事である「合格祈

願」お守りの形を基本とし、上端左右の角の切り

取り線でカットするとお守り型になるよう工夫し

ています。表紙には、お守りに見られる紐の結び

方「二重叶結び」をデザインし、実際に紐を通す

ことができます。

ii）梅紋を基調としたデザイン：
　表紙やページ余白に、学問の神として親しまれ

ている菅原道真公の象徴「梅紋」を使用し、ペー

ジ毎に色彩と梅紋のデザインを変化させて、ペー

ジをめくる楽しさを感じられる構成としています。

iii）豆知識としてバスに関係した俳句を掲載：
　i）の上端を切り取った三角形の部分には、バス

に関係した季節ごとの俳句を掲載しており、受験

生を意識しつつ、楽しめるデザインに仕上げてい

ます。

リーフレット「表紙」・「裏表紙」

■通学手段の決定は親の影響が大きい
　高校生が通学手段を決める時に、保護者が関与

している生徒は、公共交通通学の割合が高くなる

ことがアンケート調査結果から明らかになってい

ます。そのことから、保護者向けのメッセージを

盛り込むことで、効果的に公共交通への転換を促

す工夫もされています。

リーフレット「公共交通はお金がかかる？」

2018（平成30）年９月　通学手段選択に関するアンケート調査結果

■おわりに：
　今回配布したリーフレットは、モデル的に実施

したものであり、まだ、実際に手に取っている高

校生はまだ少ない状況です。今後も、効果的な手

法を検討しながら、引き続き、公共交通利用促進

に努めてまいります。

エコ通学のススメコラム
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　自転車は、排気ガスを出さず、クリーンかつエ

ネルギー効率の高い交通手段です。

　そのため、県では、自転車利用を推奨していま

すが、交通ルールやマナーを守りながら、もっと

自転車が安全に通行できる空間整備が必要です。

　そこで、自転車の安全確保と利用拡大を目指し、

2019（平成31）年３月に「群馬県自転車活用推

進計画」を策定しました。

　計画の策定に当たっては、「県内自転車事故の削

減」「自転車を安全・安心して利用できる環境の

創出」「自転車の安全利用に向けた安全教育」の

３つの課題について対策を示しています。

　今後は、この計画に基づき、自転車道や自転車

通行帯等の整備や安全教育の実施により、自転車

を安全に利用できる環境の整備を推進します。

　また、サイクリングロードマップの作成・配布

を通して自転車利用の魅力を情報発信するととも

に、利用者の視点で自転車利用の促進を図るため、

県民ボランティアと協働して、自転車道の点検な

どの取組を実施します。

　円滑な移動を確保するため、「まちのまとまり」

や地域間を結ぶ道路ネットワークの整備とともに、

市街地の渋滞対策や快適な歩行空間の確保に向け

た道路整備を推進します。

　これにより、道路の走行性･安全性が向上する

とともに、地域間の速達性が向上することで、自

動車からの排気ガスが削減され、地球温暖化防止

に貢献しています。

　2019（令和元）年度は、道路改良や交差点改良、

歩道の整備等を実施しました。

10　　安全な自転車利用の環境整備促進　【道路管理課】

９　　「まちのまとまり」をつなぐ道路の整備　【道路整備課、道路管理課】
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　森林破壊、酸性雨、オゾン層破壊、地球温暖化、

海洋汚染など地球環境問題への対応が大きな課題

となり、企業の環境問題への取組についても大き

な関心が寄せられています。こうした中で、環境

マネジメントシステムである国際規格ISO14001

は、国際競争上、重要となり、大企業を中心に認

証取得が進んでいます。また、中小企業において

も、内外の取引先を開拓していく上で、認証取得

が非常に重要となってきています。

（1）認証取得の状況

　1996（平成８）年に規格が発行し、我が国の

審査登録件数は、2020（令和２）年５月22日現

在で16,332件となりました。（群馬県：316件）

　産業分野別の状況では、建設が21.15％、以下

基礎金属・加工金属製品20.67％、電気的及び工

学的装置13.47％と続きます。最近の動向として

は、特定業種だけでなく、自治体、商社、病院、

銀行等、サービス業をはじめとした幅広い業種に

広がりを見せています。

 【（公財）日本適合性認定協会調べ】

（2）ISO14001認証取得支援

　中小企業においては資金面や人材面が十分とは

いえず、ISO14001認証取得への取組は遅れてい

る状況にあります。

　このため、本県では、中小企業パワーアップ資

金など制度融資により、資金面での支援を行うと

ともに、（公財）群馬県産業支援機構では経営総合

相談窓口において専門のマネージャーによる相談

や、登録専門家によるコンサルティングなどの支

援を行っています。

２　　ISO14001＊４認証取得支援　【経営支援課】

表2－1－1－10　群馬県内におけるエコアクション21認証・登録者数の推移

 年度
区分 H27 H28 H29 H30 R元

エコアクション21認証・登録者数 211 212 233 243 242
認証・登録支援事業参加者の認証・

登録状況
－ 8 7 2

今後、認証・
登録予定

＊４ ISO14001:ISO14000シリーズは、国際標準化機構（ISO：International Organization for Standardization）が定めている環境管理シ
ステム規格で、1996年９月に発行しました。ISO14001は、このシリーズの中核となる環境マネジメントシステムの仕様及び利用の手引き
です。このほか、環境監査の指針、環境ラベル、ライフサイクルアセスメント、用語と定義などの規格があります。

（1）エコアクション21とは

　エコアクション21の認証･登録制度は、環境

省が策定したエコアクション21ガイドライン

に基づき、環境への取組を適切に実施し、環境

経営のための仕組みを構築、運用、維持すると

ともに、取組結果の公表を行う事業者について、

認証し登録する制度です。この制度は、事業者

の環境への取組を推進し、持続可能な経済社会

の実現に貢献することを目的としています。

（2）認証・登録状況

　全国で7,760件、群馬県では、242件（2020 

［令和２］年３月31日現在）の認証・登録があ

ります。

【エコアクション21中央事務局ホームページから】

（3） 「エコアクション21認証・登録支援事業（自

治体イニシアティブ）」

　2011（平成23）年度から環境GS認定事業

者を対象として、県とエコアクション21地域

事務局が協力して「無料集合コンサルティング」

を実施し、エコアクション21認証・登録を目

指す事業者を支援しています。

　2018（平成30）年度は４事業者、2019（令

和元）年度は４事業者が参加しました。

１　　エコアクション21認証・登録支援　【気候変動対策課】

第４項　県民による自主的取組の促進
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　地球温暖化防止活動推進員は、「地球温暖化対策

の推進に関する法律」に基づき県知事が委嘱して

おり、地域において、地球温暖化の現状や地球温

暖化対策の重要性などの普及啓発を草の根的に推

進するため、県や市町村と協働して活動していま

す。

【活動事例】

○群馬県地球温暖化防止活動推進センターの

「出前講座」講師を務める

○県や市町村主催の研修会や講演会に参加し、

得た知識を日頃の環境活動に活かす

○温暖化防止に関する各種資料やパンフレット

を配布し、普及啓発に努める

○市町村主催の環境セミナー等で講師、リーダー、

アドバイザーを務める

○市町村主催のイベントで、パネル展示や体験

ブースを設置するなど、温暖化に関する出展

を行う

○環境にやさしい買い物スタイルの普及活動を

行う

表2－1－1－11　地球温暖化防止活動推進員の委嘱人数

委嘱日 人　数

平成16年２月17日 10人

平成17年９月28日 102人

平成19年５月25日 200人

平成21年５月26日 230人

平成23年５月24日 229人

平成25年５月21日 205人

平成27年５月19日 202人

平成29年５月16日 144人

令和元年５月22日 150人

※任期：原則２年間

※ 2019（令和元）年度は、委嘱日より後に２名の

方が追加され、2020（令和２）年３月末現在

152人

２　　群馬県地球温暖化防止活動推進員の活動推進　【気候変動対策課】

　地球温暖化防止活動推進センターは、「地球温暖

化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖

化の現状に関する情報提供や、温暖化対策の普及

啓発を行う拠点として2005（平成17）年５月に

設置されました。

　本県では、「NPO法人地球温暖化防止ぐんま県

民会議」が、県知事によってセンターに指定され

ています。

　センターでは、次の業務等を行っています。

・地球温暖化対策に関する出前講座への地球温

暖化防止活動推進員の派遣

・地球温暖化防止活動を行う民間団体の支援

・日常生活における温室効果ガスを減らす工夫

についての質問・相談対応

・環境GS認定事業者への支援事業

【群馬県地球温暖化防止活動推進センター】

〒371－0854

前橋市大渡町1-10-7　（県公社総合ビル６階）

　電　話：027－289－5944

　ＦＡＸ：027－289－5945

　E-mail：info@gccca.jp

　ＵＲＬ：http://www.gccca.jp/

第５項　県民や民間団体の温暖化防止活動の促進

１　　群馬県地球温暖化防止活動推進センターの活動推進　【気候変動対策課】
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